
 

 

株式会社 嶋会計センター  
税理士 嶋  賢治 

税理士 吉岡恵一郎 

Ｎｏ．４５５ 

２０２５年 ５ 月号 ＭＡＹ 

〒851-0301  長崎市深堀町 1 丁目１1 番１９ 

TEL 095-871-6017  FAX 095-871-6068 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ｓｈｉｍａ＠ｓｈｉｍａ－ｋａｉｋｅｉ．ｃｏ．ｊｐ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

http：//ｗｗｗ．ｓｈｉｍａ－ｋａｉｋｅｉ．ｃｏ．ｊｐ 

自動車税・固定資産税など新年度の納税が 

始まります。 

・母の日

・ＬＥＤ照明への切り替え費用



先月号（インフォメーション№454）でお知らせしました給与所得控除や基礎控除の他にも改正され

たものをいくつかご紹介します。 

 これまで年間の給与収入１０３万円（合計所得金額４８万円）を超えると扶養控除や配偶者控除の対

象外となっていましたが、今回の改正により令和７年からは給与収入１２３万円（合計所得金額５８万

円）以下であれば扶養控除や配偶者控除の対象となります。 

配偶者や青色事業専従者を除く１９歳以上２３歳未満の大学生年代の扶養親族について「特定親族特

別控除」が創設されました。これまで給与収入が１０３万円を超えると特定扶養控除６３万円を受ける

ことができませんでしたが、今回の改正により令和７年からは扶養親族の給与収入（合計所得金額）に

応じて最大で６３万円（住民税は最大４５万円）の所得控除が受けられます。 

１９歳以上２３歳未満の親族の合計所得金額 

（下段は給与収入） 

控除額 

所得税 住民税 

特定扶養控除 

改正前 改正後 

６３万円 ４５万円 ４８万円以下 

(１０３万円以下) 

５８万円以下 

(１２３万円以下) 

特定親族特別控除 

５８万円超８５万円以下 

(１２３万円超１５０万円以下) 
６３万円 

４５万円 
８５万円超９０万円以下 

(１５０万円超１５５万円以下) 
６１万円 

９０万円超９５万円以下 

(１５５万円超１６０万円以下) 
５１万円 

９５万円超１００万円以下 

(１６０万円超１６５万円以下) 
４１万円 

１００万円超１０５万円以下 

(１６５万円超１７０万円以下) 
３１万円 

１０５万円超１１０万円以下 

(１７０万円超１７５万円以下) 
２１万円 

１１０万円超１１５万円以下 

(１７５万円超１８０万円以下) 
１１万円 

１１５万円超１２０万円以下 

(１８０万円超１８５万円以下) 
６万円 

１２０万円超１２３万円以下 

(１８５万円超１８８万円以下) 
３万円 

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合はその合計額となります。 

例えば大学生の子がアルバイトで年収１２３万円を超えても１５０万円までなら親は６３万円の所

得控除が受けられます。また、１５０万円を超えてもすぐに控除額が０円にはなりません｡ 

注意が必要なのは年収が１３０万円を超えると親の健康保険の扶養から外れ、子が新たに国民健康保

険へ加入しなければならないことや、奨学金の審査に影響が出る可能性があります｡ 



税制改正により所得税が非課税となる年収は最大で１６０万円に引き上げられましたが、一方で社会

保険料がかかる１０６万円の壁、社会保険の扶養から外れる１３０万円の壁は依然として残り、議論は

進んでいないのが現状です。 

 今後、パートやアルバイトに対する社会保険加入要件が順次撤廃される予定になっています。それも

踏まえて新たな年収の壁を確認していただければと思います。 

【税の年収の壁】 

年収 住民税 所得税 
配偶者控除 

配偶者特別控除 

扶養控除 

特定親族特別控除 

108万円以下 なし 

なし 

配偶者控除あり 

※本人の所得が 1,000 万円超だと控除なし
扶養控除あり 

108万～123万円 

かかる 
123万～150万円 収入 123 万円～201 万円までで最大 38

万円の配偶者特別控除が段階的に減少 

※本人の所得が 1,000 万円超だと控除なし

収入 123万円～188万

円までで最大 63 万円

の特定親族特別控除

が段階的に減少 

150～160万円 

160万円超 かかる 

【社会保険の年収の壁】 

１０６万円の壁 ※本人が勤務している場合

  従業員 51人以上の企業に勤務している場合、以下のすべての項目に当てはまる方が加入対象者 

①週の所定労働時間が２０時間以上、②２ヶ月を超える雇用の見込がある方、③学生ではない

④所定内賃金（基本給及び諸手当）が月額８．８万円以上

※通勤手当・家族手当・残業代・精皆勤手当・賞与等は含まない）

１３０万円の壁 ※社保の扶養に入る場合

会社員に扶養されるパート・アルバイト従業員である配偶者は「第３号被保険者」と呼ばれ、  

年収が 130万円（従業員５１人以上であれば 106万円）までであれば国民年金や国民健康保険の負

担はありません｡ 

今後、以下のスケジュールで社会保険の加入要件が変更される予定です。 

● ２０２６年１０月には収入要件が撤廃予定（上記の①～③に該当する場合は加入）

● ２０２７年１０月には従業員２１人以上の企業が対象の予定

● ２０２８年１０月には人的規模要件が撤廃予定

● ２０２９年１０月には従業員５人以上の個人事業者も対象の予定（現在は農業・漁

業・飲食サービス業・理美容業・宿泊業など一部の業種で５人以上でも非適用）

最低賃金の引き上げにより年収の壁を意識して労働時間を抑えると、結果的に人手不足と

なる企業が増えることになります｡ 

 そこで政府は原則、企業５：従業員５の労使折半となっている社会保険料の負担を従業員

５０人以下の法人や５人以下の個人事業者を対象に、パート・アルバイトの年収に応じて最

大で企業９：従業員１に変動でき、企業が肩代わりした保険料を還付する特例を２０２６年

４月に導入する方向で検討が進められています。 
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母の日は、「日頃の母の苦労をねぎらい、母に感謝を伝える日」ですが、その起源は国ごとに異なり、母の

日もバラバラです。 

日本では毎年５月の第２日曜日を「母の日」と定めていますが、その由来はアメリカから来ています。ア

メリカの母の日はアンナ・ジャービスという女性がなくなった母の死をきっかけに、「生きている間に母への

感謝の気持ちを伝えるべきだ」と働きかけて 1908年５月の第２日曜日に教会で追悼式を開き、祭壇に母が好

きだった白いカーネーションを飾ったのが始まりとされています｡ 

アンナの母親である社会活動家の「アン・ジャービス」は 1861 年から 1865 年にかけて行われたアメリカ

の内戦である「南北戦争」において敵味方関係なくケガをした兵士を看護し多くの命を救ったといわれてい

ます。 

日本では明治時代末期に教会で「母の日」をお祝いしていたようですが、昭和６年に「大日本連合婦人会」

が結成された際に、その当時の皇后の誕生日であった３月６日を母の日と定めましたがあまり定着しません

でした。 

その後、昭和１２年５月にお菓子メーカーの森永製菓の呼びかけで、かつて東京にあった遊園地「としま

えん」で「森永母の日大会」が開催されました。この時２０万人が無料で招待され、母の日は全国的に広ま

っていったといわれています。 

母の日にカーネーションを贈るのはアンナが追悼式の際に飾ったのが由来とされていますが、カーネーシ

ョンの花言葉は色によって異なります。赤色は「母への愛」、白色は「尊敬」、ピンク色は「感謝」、紫色は「気

品」、オレンジ色は「純粋な愛」、黄色は「友情」となっています。 

ちなみに白いカーネーションはアンナが祭壇に飾っていたことから「私の愛情は生きている」という花言

葉もあり“亡き母を偲ぶ花”とされているため母親がご存命の場合は避けたほうがよいでしょう。 


